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彼岸花

現在はフリーターだけど正社員として働きたい、事業に失敗したが再起したい等、人
生の各段階で多様な機会が与えられ何度でも挑戦できるような仕組みを推進する政府の
支援策。30～40歳程度の人にも国家公務員への就職機会が提供され、税務職についても
試験を経て全国で50人ほどが来年4月から採用される予定です。
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9月号 2

平
成
十
二
年
の
年
金
制
度
改
正
に
お

い
て
、
六
〇
歳
台
後
半
の
老
齢
厚
生
年

金
の
受
給
権
者
に
対
し
在
職
支
給
停
止

制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
老

齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ
受
給
制
度
が
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は

六
五
歳
以
後
も
就
労
し
続
け
る
高
齢
者

が
増
加
し
、
リ
タ
イ
ア
後
か
ら
年
金
の

受
給
を
希
望
す
る
人
が
多
い
こ
と
か
ら
、

老
齢
厚
生
年
金
を
繰
り
下
げ
て
受
給
で

き
る
制
度
が
新
た
に
設
け
ら
れ
て
、
平

成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。

以
下
、
四
月
実
施
の
老
齢
厚
生
年
金

の
繰
下
げ
受
給
制
度
の
し
く
み
等
に
つ

い
て
説
明
し
ま
す
。

Ｑ
１
　

制
度
の
概
要

今
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い

る
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ
受
給

制
度
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

Ａ

老
齢
給
付
は
原
則
と
し
て
六
五
歳

か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
厚
生

年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
人
が
、
六

六
歳
以
後
か
ら
年
金
を
受
け
取
り
た

い
場
合
は
、
そ
の
希
望
す
る
年
齢
か

ら
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
れ
を
繰
下
げ
受
給
制
度
と
い

い
、
本
来
の
老
齢
給
付
の
額
に
一
定

額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
繰
下
げ
受
給
制
度
の

適
用
を
受
け
る
の
は
、
昭
和
十
七
年

四
月
二
日
以
後
生
ま
れ
の
人
で
す
。

Ｑ
２
　

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
を
受
給

し
た
人
の
制
度
利
用

六
五
歳
に
な
る
ま
で
特
別
支
給

の
老
齢
厚
生
年
金
を
受
け
て
い

た
人
も
、
繰
下
げ
の
申
出
は
で

き
る
の
で
す
か
。

Ａ

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受

給
権
は
六
五
歳
に
な
る
と
消
滅
し
、

新
た
に
そ
の
二
階
部
分
で
あ
る
報
酬

比
例
部
分
は
老
齢
厚
生
年
金
に
、
一

階
部
分
の
定
額
部
分
は
老
齢
基
礎
年

金
と
し
て
受
給
権
が
発
生
し
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚

生
年
金
を
受
け
て
い
た
人
で
あ
っ
て

も
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ
は
で
き

ま
す
。

Ｑ
３
　

年
金
受
給
権
者
の
繰
下
げ
受
給

受
給
権
取
得
日
か
ら
一
年
を
経

過
し
た
日
（
六
六
歳
に
な
っ
た

日
）
後
に
、
た
と
え
ば
夫
が
亡

く
な
り
遺
族
厚
生
年
金
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に

は
、
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ

の
申
出
は
で
き
な
い
の
で
す
か
。

Ａ

年
金
給
付
等
の
受
給
権
者
と
な
っ

た
人
で
も
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ

受
給
の
申
出
は
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
と
な
っ

た
日
後
に
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ

受
給
の
申
出
を
し
た
と
き
は
、
受
給

権
者
と
な
っ
た
日
（
繰
下
げ
受
給
の

申
出
を
し
た
日
で
な
く
、
遺
族
厚
生

年
金
の
受
給
権
者
と
な
っ
た
日
）
に

繰
下
げ
受
給
の
申
出
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
ま
す
（
図
１
参
照
）。

繰
下
げ
受
給
を
希
望
す
る
人
が
他

の
年
金
給
付
等
の
受
給
権
者
と
な
っ

た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
繰
下
げ
の

申
出
を
し
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

前
掲
の
と
お
り
申
出
が
遅
く
な
っ
て

も
給
付
額
は
増
え
ま
せ
ん
。

Ｑ
４繰

下
げ
に
よ
る
加
算
額

年
金
を
繰
り
下
げ
て
受
け
る
と
、

年
金
額
は
増
え
る
の
で
す
か
。

Ａ

老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生
年
金

を
繰
り
下
げ
て
受
け
る
場
合
は
、
年

金
額
が
増
え
ま
す
。
加
算
額
は
、
生

年
月
日
に
よ
り
次
の
と
お
り
異
な
り

ま
す
。

老
齢
厚
生
年
金
の 

繰
下
げ
受
給
制
度 

図1

65歳 67歳 68歳 
受給権発生 

遺族厚生年金 

繰下げの老齢厚生年金 

支給繰下げの申出 

この間の 
加算額は 
つかない 



3 9月号

①

昭
和
十
二
年
四
月
一
日
以
前
生

ま
れ
の
人

老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生
年
金

と
も
に
繰
下
げ
（
請
求
は
一
緒
に
行

い
ま
す
）
が
で
き
ま
す
。
加
算
率
は
、

年
を
単
位
に
、
繰
下
げ
の
申
出
日
に

応
じ
て
一
二
％
〜
八
八
％
の
範
囲
で

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

②

昭
和
十
二
年
四
月
二
日
か
ら
昭

和
十
六
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に

生
ま
れ
た
人

老
齢
基
礎
年
金
の
み
繰
下
げ
の
申

出
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
の
加
算

率
は
、
①
と
同
様
、
年
を
単
位
に
一

二
％
〜
八
八
％
で
す
。

③

昭
和
十
六
年
四
月
二
日
か
ら
昭

和
十
七
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に

生
ま
れ
た
人

老
齢
基
礎
年
金
の
み
繰
下
げ
の
申

出
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
の
加
算

率
は
、
月
を
単
位
に
、
〇
・
七
％
刻

み
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
最

大
で
も
四
二
％
で
、
前
掲
（
八
八
％
）

の
半
分
に
も
満
た
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。

④
　
昭
和
十
七
年
四
月
二
日
以
後
生

ま
れ
の
人

老
齢
基
礎
年
金
と
老
齢
厚
生
年
金

両
方
の
繰
下
げ
の
申
出
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、
老
齢
基
礎
年
金
と
老
齢

厚
生
年
金
を
一
緒
に
も
で
き
ま
す
し
、

老
齢
厚
生
年
金
単
独
で
も
で
き
ま
す
。

加
算
率
は
月
を
単
位
に
〇
・
七
％
刻

み
で
す
。

Ｑ
５在

職
者
の
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ

受
給
制
度

六
五
歳
以
後
在
職
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
給
与
が
高
額
で
年
金
の
全

額
が
支
給
停
止
と
な
る
場
合
で

も
、
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ
の

申
出
は
で
き
る
の
で
す
か
。

Ａ

給
与
が
高
額
で
あ
る
た
め
、
老
齢

厚
生
年
金
が
全
額
支
給
停
止
に
な
る

な
ら
、
こ
の
際
本
年
金
を
繰
り
下
げ

て
、
本
来
の
年
金
額
に
加
算
額
を
上

乗
せ
し
た
額
を
受
け
取
っ
た
方
が
得

か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、
繰
下
げ
の

申
出
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
六
五
歳
か
ら
厚
生
年
金
保
険

の
被
保
険
者
と
し
て
在
職
し
て
い
る

人
が
、
た
と
え
ば
七
〇
歳
到
達
時
に

繰
下
げ
の
申
出
を
し
た
場
合
で
あ
っ

て
も
、
加
算
額
が
つ
く
の
は
一
部
で

も
老
齢
厚
生
年
金
が
支
給
さ
れ
て
い

る
場
合
で
す
。

ち
な
み
に
、
六
五
歳
か
ら
老
齢
厚

生
年
金
の
全
額
が
支
給
停
止
と

な
っ
て
い
る
人
が
、
七
〇
歳
以

後
（
年
齢
の
上
限
は
あ
り
ま
せ

ん
）
も
引
き
続
き
厚
生
年
金
保

険
の
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ

る
場
合
に
は
、
そ
の
年
金
額
と

賃
金
に
応
じ
て
老
齢
厚
生
年
金

の
一
部
ま
た
は
全
部
が
支
給
停

止
（
今
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ

て
い
る
制
度
で
、
調
整
方
法
は
、

六
〇
歳
台
後
半
の
在
職
支
給
停

止
制
度
と
同
じ
）
と
な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
高
齢
者
が
、
こ

の
間
に
亡
く
な
っ
た
場
合
は
、

生
涯
に
お
い
て
老
齢
厚
生
年
金

は
全
く
支
払
わ
れ
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
老
齢
基

礎
年
金
は
支
給
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
６在

職
支
給
停
止
に
よ
る
繰
下
げ

加
算
額

六
五
歳
以
後
、
在
職
支
給
停
止

に
よ
り
年
金
が
支
給
停
止
と
な

っ
た
場
合
の
繰
下
げ
加
算
額
に

つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

Ａ

六
五
歳
か
ら
七
〇
歳
に
な
る
ま
で

の
間
、
老
齢
厚
生
年
金
が
一
部
支
給

停
止
と
な
っ
て
い
た
人
と
全
額
支
給

停
止
と
な
っ
て
い
た
人
が
、
七
〇
歳

に
な
っ
た
と
き
に
支
給
繰
下
げ
の
申

出
を
し
た
場
合
の
繰
下
げ
加
算
額
は

図
２
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
七
〇
歳
に
な
っ
た
と
き
に
、

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
下
げ
受
給
の
申

出
を
し
た
場
合
に
は
、
本
来
の
年
金

額
に
四
二
％
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

図2

65歳 70歳 

①老齢厚生年金の全額が支給停止となっている場合 

年金の全額が支給停止 
繰下げ加算額は 
全くつきません 

繰下げの申出 

65歳 70歳 

②老齢厚生年金の一部が支給停止となっている場合 

年金の一部が支給停止 
支給停止されていない部分に 
繰下げ加算額がつきます 

繰下げの申出 
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本年10月から雇用保険に係る下記の様式
が変更されます。
①　被保険者資格取得届
②　被保険者資格喪失届・氏名変更届
③　被保険者資格喪失確認通知書（事業主通
知用）

④　被保険者証再交付申請書
⑤　受給資格者証
⑥　高年齢受給資格者証
⑦　特例受給資格者証
⑧　公共職業訓練等受講届・通所届
⑨　公共職業訓練等受講証明書
⑩　受給期間延長申請書
⑪　受給期間延長通知書
⑫　払渡希望金融機関指定・変更届
⑬　就業手当支給申請書
⑭　再就職手当支給申請書
⑮　常用就職支度手当支給申請書
⑯　教育訓練給付金支給申請書
⑰　高年齢雇用継続給付支給申請書
⑱　被保険者60歳到達時等賃金証明書

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
が
改

正
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

内
容
の
一
部
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①

受
給
資
格
者
が
、
受
給
期
間
内

（
離
職
日
の
翌
日
か
ら
一
年
間
）
に

就
職
し
た
後
再
び
離
職
し
た
場
合
で

あ
っ
て
、
そ
の
受
給
資
格
に
基
づ
く

基
本
手
当
の
支
給
日
数
が
残
っ
て
い

る
場
合
は
、
そ
の
受
給
期
間
内
で
あ

れ
ば
、
残
り
の
基
本
手
当
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
際
離
職
票

を
提
出
し
ま
す
が
、
今
年
四
月
二
十

三
日
以
降
は
、
離
職
票
に
代
え
て

「
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
確

認
通
知
書
」
で
も
手
続
き
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

②

自
己
都
合
に
よ
り
離
職
等
し
、
給

付
制
限
を
受
け
て
い
る
受
給
資
格
者

に
つ
い
て
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
職

業
紹
介
ま
た
は
職
業
指
導
を
行
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

雇用保険の様式が変更雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

日本人の平均余命（平均寿命）

厚生労働省がこのほど「完全生命表」を発

表しました。今回は、平成17年の完全生命表

で、同年国勢調査による日本人人口（確定数）、

人口動態統計の確定数（平成17年死亡数・乳

児死亡数、平成16年及び平成17年出生数）を

基礎資料として作成されています。

これによると、平成17年における０歳の日

本人の平均余命（平均寿命）は、男性78.56年、

女性85.52年で、前回（平成12年）と比較して、

男性は0.84年、女性は0.92年上回りました。

また、20歳における平均余命は、男性59.08年、

女性65.93年、65歳における平均余命は、男性

18.13年、女性23.19年となり、各年齢とも調

査実施ごとに延びています。

死亡率を前回生命表と比較すると、男女と

もおおむね100 歳以上を除きほぼ全年齢で改

善されています。また、昭和22年の生命表以

降と比較してみると、死亡率の減少率は特に

０歳から10歳代、20歳代、30歳代と若青年層

で大きくなっています。

10万人の出生児が生命表上の年齢別死亡率

にしたがって死亡していくとした場合の死亡

数をみると、死亡数曲線は男女とも10歳代前

半から緩やかに上昇、以後、加齢に従って上

昇速度を速め、男性では80歳代、女性では80

歳代後半から90歳代前半にかけてピークを迎

えた後、急速に下降しています。この死亡数

曲線のピークは、死亡率の改善とともに、よ

り高齢の方に移動していくのが一般的な傾向

のようです。今回の生命表における死亡数の

ピークは男性85歳、女性90歳となっており、

これも調査の回を追うごとに高齢に移動して

います。

10万人の出生児が生命表上の年齢別死亡率

にしたがって死亡していくとした場合の生存

数をみると、全年齢階級において毎回の調査

ごとに増加し、寿命中位数（出生者の半数が

生存すると期待される年数）は、今回の生命

表では、男性81.56年、女性88.34年となり、

これも回を追うごとに延びています。




